
                                       （別紙３） 

文化庁移転記念事業「二条城桜まつり２０２３」事業者選定に係る評価基準 

 

１ 目的 

この基準は、文化庁移転記念事業「二条城桜まつり２０２３」の企画、実施

に係る事業者選定のために行う面接について、必要な事項を定めるものである。 

 

２ 評価基準 

⑴ 会社の信頼性 【１０点】 

 ア 実績（同種・類似業務実績を有しているか。） 

 イ 京都市内に本社又は事業所があるか。 

 

⑵ 企画内容 【６５点】 

 ア 文化振興に寄与する企画が提案されているか。 

 イ 全期間を通して開催する企画が集客や話題性につながるものになって

いるか。 

 ウ 企画内容が、小学生以下でも楽しめる内容となっているか。 

  エ 文化財の保護に配慮し、二条城の本質的価値が感じられる内容となっ 

ているか。 

 オ これまでになかった新しい企画や提案があるか。 

 

⑶ 広報力 【１０点】 

  集客効果の高い広報について提案があるか。 

 

⑷ 見積額 【１０点】 

  事業実施に当たり、必要最小限の見積額となっているか。 

 

評価点 見積額 

１０点 320万円未満 

８点 320万円以上～340万円未満 

６点 340万円以上～360万円未満 

４点 360万円以上～380万円未満 

２点 380万円以上～400万円以下 

 

⑸ その他 【５点】 

   提案内容が実現可能性の高いもので、実施体制等に問題はないか。 

 

３ 審査員 

  ・元離宮二条城事務所 所長 

  ・文化芸術都市推進室 文化財担当部長 

  ・元離宮二条城事務所 企画担当課長 


